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● 現在のツ況について

現在■ 期が満了している前白治会長が.住民の合意を得ないまま自治会の

運営を続け.さらに先の横領事件について.住民の大事な自治会員を使って

弁護士へ依頼し.白治会名薔で民事

"訟
を迫めている状況です。

これら¨ 劇ヨ′,麒 しない不透口な運営であり.見Dごすことはできません。

● 班長会での法議 (2025年 10月 26日 )
10月 26日に開催された嗜i会において.圧倒的多数の続長の方々が以下の内容を
求め離 活■を行う,となりました。

皆さまへ

自治会の正常な運営を求める署名へのお願い

現体市,0屋任と新白治会への引き織ぎ手続きを求めます。

1黄領をした者に対す轟 訴訟を行わないこと.

● 12民の皆さまへお願い

本署名は.自治会を住民の子に取恢 し再に 目的とするためのものであり.

個人べの攻撃や誹謗中傷を日的とするもので|まありません.

上記の主旨をご理解いたださ.別任の■名用紙にご署名のご協力をお願いいたします.

令和 7年 11月 20日

■摯 洋子

一　
一

、
コ
，

ヽ

，

一


